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の 出向者に支給する給与の較差補てん金

Q:当社は、使用人を子会社へ出向させよ
うと思っていますが、子会社の給与ベースが

低いため、その使用人の当社の給与ベースに

よる支給額との差額を、較差補てん金として

支払うことを検討しています。

この較差補てん金の取扱いについて教えて

ください。

A ●
● 出向使用人に対する給与として、損金

に算入されます。

【解説】

出向した使用人に対する給与は、本来、現

に労務の提供を受ける出向先法人が負担すべ

きものとも考えられますが、出向元法人と出

向者との間には、雇用契約が引き続いて維持

されているところから、出向元法人にとって

は出向後においても従来どおりの労働条件を

補償することが一般的であるとされています。

そこで、出向元法人が出向先法人との給与

条件の較差を補てんするために出向者に支給

した給与は、その出向元法人の損金に算入す

ることとされています。

この取扱いは、給与較差補てん金を出向元

の法人が出向者に直接支給しても、出向先の

法人を通じて支給しても同じです。

また、①出向先の法人が経営不振等で出向

者に賞与を支給することができないため、出

向元の法人が代わりにその出向者に賞与を支

給する場合や、②出向先の法人が海外にある

ことから、出向元の法人が留守宅手当を支給

する場合も、給与較差補てん金として取り扱

われます。


